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Ⅳ．特記事項

Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色

Ⅱ．沿革と現況

1．本学の沿革

2．本学の現況

・大学名

・所在地

・学部の構成
・学生数、教員数、職員数
Ⅲ．「基準」ごとの自己評価
基準1．建学の精神・大学の基本理念及び使命・目的

1－1　建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されていること。
≪1－1の視点≫

1－1－①　建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されているか。

（1）1－1の事実の説明（現状）
（2）1－1の自己評価
（3）1－1の改善・向上方策（将来計画）
1－2　大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。
≪１－2の視点≫

1－2－①　建学の精神・大学の基本理念を踏まえた、大学の使命・目的が明確に定められ
ているか。
1－2－②　大学の使命・目的が学生及び教職員に周知されているか。
1－2－③　大学の使命・目的が学外に公表されているか。

（1）1－2の事実の説明（現状）
（2）1－2の自己評価
（3）1－2の改善・向上方策（将来計画）
［基準1の自己評価］
［基準1の改善・向上方策（将来計画）］

基準2．教育研究組織

2－1　教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が大学の使命・目的を達成するための組織として適切に構成され、かつ、各組織相互の適切な関連性が保たれていること。

≪2－1の視点≫

2－1－①　教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、研究科、附属機関

等の教育研究組織が、適切な規模、構成を有しているか。

2－1－②　教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が教育研究

上の目的に照らして、それぞれ相互に適切な関連性を保っているか。

（1）2－1の事実の説明（現状）
（2）2－1の自己評価
（3）2－1の改善・向上方策（将来計画）
2－2　人間形成のための教養教育が十分できるような組織上の措置がとられていること。

≪2－2の視点≫

2－2－①　教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているか。

2－2－②　教養教育の運営上の責任体制が確立されているか。

（1）2－2の事実の説明（現状）
（2）2－2の自己評価
（3）2－2の改善・向上方策（将来計画）
2－3　教育方針等を形成する組織と意思決定過程が、大学の使命・目的及び学習者の要求に

対応できるよう整備され、十分に機能していること。

≪2－3の視点≫

2－3－①　教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が適切に整備されているか。

2－3－②　教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が大学の使命・目的及び学習者の要求

に対応できるよう十分に機能しているか。

（1）2－3の事実の説明（現状）
（2）2－3の自己評価
（3）2－3の改善・向上方策（将来計画）
［基準2の自己評価］
［基準2の改善・向上方策（将来計画）］

基準3．教育課程
3－1　教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。
≪3－1の視点≫
3－1－①　建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、学部、
学科又は課程、研究科又は専攻ごとの教育目的が設定され、学則等に定められ、かつ公表されているか。
3－1－②　教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定されて
いるか。
3－1－③　教育目的が教育方法等に十分反映されているか。
（1）3－1の事実の説明（現状）
（2）3－1の自己評価
（3）3－1の改善・向上方策（将来計画）
3－2　教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
≪3－2の視点≫
3－2－①　教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。

3－2－②　教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。

3－2－③　年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。
3－2－④　単位の認定、進級及び卒業・修了の要件が適切に定められ、厳正に適用されて
いるか。

3－2－⑤　履修登録単位数の上限の適切な設定など、単位制度の実質を保つための工夫が
行われているか。

3－2－⑥　教育内容・方法に、特色ある工夫がなされているか。

3－2－⑦　学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を行っている場合
には、それぞれの添削等による指導を含む印刷教材等による授業、添削等による指導を含む放送授業、面接授業もしくはメディアを利用して行う授業の実施方法が適切に整備されているか。
（1）3－2の事実の説明（現状）
（2）3－2の自己評価
（3）3－2の改善・向上方策（将来計画）
3－3　教育目的の達成状況を点検・評価するための努力が行われていること。
≪3－3の視点≫
3－3－①　学生の学習状況・資格取得・就職状況の調査、学生の意識調査、就職先の企業ア
ンケートなどにより、教育目的の達成状況を点検・評価するための努力が行われ
いるか。
（1）3－3の事実の説明（現状）
（2）3－3の自己評価
（3）3－3の改善・向上方策（将来計画）
［基準3の自己評価］
［基準3の改善・向上方策（将来計画）］

基準4.　学生
4－1　アドミッションポリシー（受入れ方針・入学者選抜方針）が明確にされ、適切に運用
されていること。

≪4－1の視点≫
4－1－①　アドミッションポリシーが明確にされているか。

4－1－②　アドミッションポリシーに沿って、入学者選抜等が適切に運用されているか。

4－1－③　教育にふさわしい環境の確保のため、収容定員と入学定員及び在籍学生数並びに
授業を行う学生数が適切に管理されているか。
（1）4－1の事実の説明（現状）
（2）4－1の自己評価
（3）4－1の改善・向上方策（将来計画）
4－2　学生への学習支援の体制が整備され、適切に運営されていること。

≪4－2の視点≫
4－2－①　学生への学習支援体制が整備され、適切に運営されているか。

4－2－②　学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を実施している場
合には、学習支援・教育相談を行うための適切な組織を設けているか。

4－2－③　学生への学習支援に対する学生の意見等を汲み上げる仕組みが適切に整備され
ているか。
（1）4－2の事実の説明（現状）
（2）4－2の自己評価
（3）4－2の改善・向上方策（将来計画）
4－3　学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること。

≪4－3の視点≫
4－3－①　学生サービス、厚生補導のための組織が設置され、適切に機能しているか。

4－3－②　学生に対する経済的な支援が適切になされているか。

4－3－③　学生の課外活動への支援が適切になされているか。

4－3－④　学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等が適切に行われているか。
4－3－⑤　学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げる仕組みが適切に整備されて
いるか。
（1）4－3の事実の説明（現状）
（2）4－3の自己評価
（3）4－3の改善・向上方策（将来計画）
4－4　就職・進学支援等の体制が整備され、適切に運営されていること。

≪4－4の視点≫
4－4－①　就職・進学に対する相談・助言体制が整備され、適切に運営されているか。

4－4－②　キャリア教育のための支援体制が整備されているか。
（1）4－4の事実の説明（現状）
（2）4－4の自己評価
（3）4－4の改善・向上方策（将来計画）
［基準4の自己評価］
［基準4の改善・向上方策（将来計画）］

基準5.　教員
5－1　教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。

≪5－1の視点≫
5－1－①　教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配置されて
いるか

5－1－②　教員構成（専任・兼任、年齢、専門分野等）のバランスがとれているか。
（1）5－1の事実の説明（現状）
（2）5－1の自己評価
（3）5－1の改善・向上方策（将来計画）
5－2　教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。

≪5－2の視点≫
5－2－①　教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。

5－2－②　教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されているか。
（1）5－2の事実の説明（現状）
（2）5－2の自己評価
（3）5－2の改善・向上方策（将来計画）
5－3　教員の教育担当時間が適切であること。同時に、教員の教育研究活動を支援する体制が
整備されていること。

≪5－3の視点≫
5－3－①　教育研究目的を達成するために、教員の教育担当時間が適切に配分されているか。

5－3－②　教員の教育研究活動を支援するために、TA(Teaching Assistant)・RA（Research 
Assistant）等が適切に活用されているか。

5－3－③　教育研究目的を達成するための資源（研究費等）が、適切に配分されているか。
（1）5－3の事実の説明（現状）
（2）5－3の自己評価
（3）5－3の改善・向上方策（将来計画）
5－4　教員の教育研究活動を活性化するための取組みがなされていること。

≪5－4の視点≫
5－4－①　教育研究活動の向上のために、FD等組織的な取組みが適切になされているか。

5－4－②　教員の教育研究活動を活性化するための評価体制が整備され、適切に運用されて
いるか。

（1）5－4の事実の説明（現状）
（2）5－4の自己評価
（3）5－4の改善・向上方策（将来計画）
［基準5の自己評価］
［基準5の改善・向上方策（将来計画）］

基準6.　職員

6－1　職員の組織編制の基本視点及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、かつ適切に
運営されていること。
≪6－1の視点≫
6－1－①　大学の目的を達成するために必要な職員が確保され、適切に配置されているか。

6－1－②　職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。

6－1－③　職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用されて
いるか。
（1）6－1の事実の説明（現状）
（2）6－1の自己評価
（3）6－1の改善・向上方策（将来計画）
6－2　職員の資質・能力の向上のための取組み（ＳＤ等）がなされていること。

≪6－2の視点≫
6－2－①　職員の資質・能力の向上のための研修、ＳＤ等の取組みが適切になされているか。
（1）6－2の事実の説明（現状）
（2）6－2の自己評価
（3）6－2の改善・向上方策（将来計画）
6－3　大学の教育研究支援のための事務体制が構築されていること。

≪6－3の視点≫
6－3－①　教育研究支援のための事務体制が構築され、適切に機能しているか。
（1）6－3の事実の説明（現状）
（2）6－3の自己評価
（3）6－3の改善・向上方策（将来計画）
［基準6の自己評価］
［基準6の改善・向上方策（将来計画）］

基準7.　管理運営
7－1　大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備されており、

適切に機能していること。

≪7－1の視点≫
7－1－①　大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備され、
適切に機能しているか。

7－1－②　管理運営に関わる役員等の選考や採用に関する規程が明確に示されているか。
（1）7－1の事実の説明（現状）
（2）7－1の自己評価
（3）7－1の改善・向上方策（将来計画）
7－2　管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。

≪7－2の視点≫
7－2－①　管理部門と教学部門の連携が適切になされているか。
（1）7－2の事実の説明（現状）
（2）7－2の自己評価
（3）7－2の改善・向上方策（将来計画）
7－3　自己点検・評価のための恒常的な体制が確立され、かつその結果を教育研究をはじめ
大学運営の改善・向上につなげる仕組みが構築されていること。

≪7－3の視点≫
7－3－①　教育研究活動をはじめ大学運営の改善・向上を図るために、自己点検・評価の恒
常的な実施体制が整えられているか。

7－3－②　自己点検・評価の結果を教育研究をはじめ大学運営の改善・向上につなげる仕組
みが構築され、かつ適切に機能しているか。

7－3－③　自己点検・評価の結果が学内外に適切に公表されているか。

（1）7－3の事実の説明（現状）
（2）7－3の自己評価
（3）7－3の改善・向上方策（将来計画）
［基準7の自己評価］
［基準7の改善・向上方策（将来計画）］

基準8.財務
8－1　大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出のバランス
を考慮した運営がなされ、かつ適切に会計処理がなされていること。

≪8－1の視点≫
8－1－①　大学の教育研究目的を達成するために、必要な経費が確保され、かつ収入と支出
のバランスを考慮した運営がなされているか。
8－1－②　適切に会計処理がなされているか。
8－1－③　会計監査等が適正に行われているか。
（1）8－1の事実の説明（現状）
（2）8－1の自己評価
（3）8－1の改善・向上方策（将来計画）
8－2　財務情報の公開が適切な方法でなされていること。

≪8－2の視点≫

8－2－①　財務情報の公開が適切な方法でなされているか。

（1）8－2の事実の説明（現状）
（2）8－2の自己評価
（3）8－2の改善・向上方策（将来計画）
8－3　教育研究を充実させるために、外部資金の導入等の努力がなされていること。

≪8－3の視点≫
8－3－①　教育研究を充実させるために、寄附金、委託事業、科学研究費補助金、各種
GP(Good Practice)などの外部資金の導入や収益事業、資産運用等の努力がなされているか。
（1）8－3の事実の説明（現状）
（2）8－3の自己評価
（3）8－3の改善・向上方策（将来計画）
［基準8の自己評価］
［基準8の改善・向上方策（将来計画）］
基準9.教育研究環境
9－1　教育研究目的を達成するために必要なキャンパス（校地、運動場、校舎等の施設設備）
が整備され、適切に維持、運営されていること。

≪9－1の視点≫
9－1－①　校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、教育
研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効に活用されているか。
9－1－②　教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営されて
　　　　　いるか。
（1）9－1の事実の説明（現状）
（2）9－1の自己評価
（3）9－1の改善・向上方策（将来計画）
9－2　施設設備の安全性が確保されていること。

≪9－2の視点≫
9－2－①　施設設備の安全性（耐震性、バリアフリー等）が確保されているか。
（1）9－2の事実の説明（現状）
（2）9－2の自己評価
（3）9－2の改善・向上方策（将来計画）
9－3　アメニティに配慮した教育環境が整備されていること。

≪9－3の視点≫
9－3－①　教育研究目的を達成するための、アメニティに配慮した教育研究環境が整備され、
有効に活用されているか。
（1）9－3の事実の説明（現状）
（2）9－3の自己評価
（3）9－3の改善・向上方策（将来計画）
［基準9の自己評価］
［基準9の改善・向上方策（将来計画）］

基準10.　社会連携

10－1　大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされていること。
≪10－1の視点≫
10－1－①　大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている物的・
人的資源を社会に提供する努力がなされているか。
（1）10－1の事実の説明（現状）
（2）10－1の自己評価
（3）10－1の改善・向上方策（将来計画）
10－2　教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されていること。
≪10－2の視点≫

10－2－①　教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されているか。
（1）10－2の事実の説明（現状）
（2）10－2の自己評価
（3）10－2の改善・向上方策（将来計画）
10－3　大学と地域社会との協力関係が構築されていること。

≪10－3の視点≫

10－3－①　大学と地域社会との協力関係が構築されているか。
（1）10－3の事実の説明（現状）
（2）10－3の自己評価
（3）10－3の改善・向上方策（将来計画）
［基準10の自己評価］
［基準10の改善・向上方策（将来計画）］

基準11.　社会的責務
11－1高い公共性を有する機関として必要な組織倫理が確立され、かつ適切な運営がなされてい
ること。
≪11－1の視点≫
11－1－①　高い公共性を有する機関として必要な組織倫理に関する規定が整備されているか。

11－1－②　組織倫理に関する規定に基づき、誠実に運営されているか。
（1）11－1の事実の説明（現状）
（2）11－1の自己評価
（3）11－1の改善・向上方策（将来計画）
11－2　学内外に対する業務執行上の危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能している
こと。
≪11－2の視点≫
11－2－①　学内外に対する業務執行上の危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能して
いるか。
（1）11－2の事実の説明（現状）
（2）11－2の自己評価
（3）11－2の改善・向上方策（将来計画）
11－3　大学の教育研究成果を公正かつ誠実に学内外に広報活動する体制が整備されている
こと。
≪11－3の視点≫
11－3－①　社会に対する説明責任の観点から大学の教育研究成果を公正かつ誠実に学内外
に広報活動する体制が整備されているか。
（1）11－3の事実の説明（現状）
（2）11－3の自己評価
（3）11－3の改善・向上方策（将来計画）
［基準11の自己評価］
［基準11の改善・向上方策（将来計画）］
Ⅳ．特記事項


















































































































